
2014年３月28日 第261号月刊「地方自治みえ」( 1 )

　

２
月
７
日
に
新
年
度
の
地
方
財
政
見
通

し
で
あ
る
地
方
財
政
計
画
が
閣
議
決
定
さ

れ
た
。
本
稿
で
は
同
計
画
の
概
況
と
要
点

お
よ
び
今
後
の
地
方
財
政
の
展
望
を
述
べ

る
。

（
１
）
地
方
財
政
計
画
と
地
方
財
政
対
策

に
つ
い
て

　

地
方
財
政
計
画
（
以
下
「
地
財
計
画
」

と
呼
ぶ
）は
、地
方
全
体
の
普
通
会
計
ベ
ー

ス
の
標
準
的
な
歳
入
歳
出
見
通
し
を
積
算

し
た
も
の
で
、
例
年
、
前
年
度
の
２
月
初

旬
に
閣
議
決
定
さ
れ
、
国
会
の
予
算
審
議

の
参
考
資
料
と
し
て
提
出
さ
れ
る
。
標
準

的
と
い
う
意
味
は
地
方
財
政
の
収
支
実

態
（
決
算
ベ
ー
ス
）
を
捉
え
る
も
の
で
は

な
く
、
歳
出
に
つ
い
て
は
、
法
令
等
に
よ

り
地
方
の
事
務
事
業
の
実
施
や
基
準
が
規

定
さ
れ
て
い
る
も
の
（
警
察
、
消
防
、
ご

み
処
理
な
ど
）
や
規
定
が
な
く
と
も
通
常

ど
の
自
治
体
で
も
行
っ
て
い
る
も
の
（
図

書
館
や
公
民
館
の
設
置
運
営
な
ど
）
の
経

費
が
計
上
さ
れ
、
歳
入
に
つ
い
て
は
地
方

税
の
標
準
税
率
（
法
定
さ
れ
て
い
る
通
常

課
す
べ
き
税
率
）
に
も
と
づ
く
見
通
し
や

国
庫
支
出
金
、
地
方
債
な
ど
が
計
上
さ
れ

る
。

　

歳
出
の
見
通
し
に
対
し
、
通
常
の
歳
入

見
通
し
を
突
き
合
わ
せ
、
歳
入
が
歳
出
に

満
た
な
い
財
源
不
足
が
生
じ
た
場
合
に

は
、
こ
れ
を
補
て
ん
す
る
た
め
の
地
方
財

政
対
策
（
以
下
「
地
財
対
策
」
と
呼
ぶ
）

が
総
務
・
財
務
両
省
の
厳
し
い
折
衝
の
も

と
で
講
じ
ら
れ
る
。

　

地
財
対
策
の
内
容
は
毎
年
度
異
な
る

が
、
お
お
む
ね
地
方
交
付
税
の
一
般
会
計

加
算
お
よ
び
地
方
債
の
増
発
が
基
本
で
あ

り
、
こ
れ
に
よ
り
歳
出
に
見
合
っ
た
歳
入

の
裏
付
け
が
な
さ
れ
る
た
め
、
地
財
計
画

は
マ
ク
ロ
の
財
源
保
障
枠
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。

　

ま
た
、
多
く
の
自
治
体
に
と
っ
て
重
要

な
地
方
交
付
税
の
交
付
総
額
が
決
定
さ
れ

る
こ
と
か
ら
も
重
要
な
過
程
な
の
で
あ
る
。

（
２
）
地
方
交
付
税
の
算
定

　

地
財
計
画
に
お
い
て
地
方
交
付
税
の
総

額
が
事
前
に
決
定
さ
れ
た
上
で
、
こ
れ
を

各
自
治
体
に
配
分
す
る
過
程
が
地
方
交
付

税
の
算
定
で
あ
る
。
各
自
治
体
で
は
、
通

常
、
７
月
頃
に
、
国
か
ら
配
布
さ
れ
る
算

定
資
料
に
も
と
づ
く
算
定
を
行
い
交
付
額

を
決
定
す
る
。

　

算
定
式
は
各
自
治
体
の
標
準
的
経
費
で

あ
る
「
基
準
財
政
需
要
額
」（
以
下
「
需

要
額
」
と
呼
ぶ
）
と
税
収
等
（
地
方
税
や

地
方
譲
与
税
な
ど
）
の
通
常
見
込
み
の

75
％
相
当
と
な
る
「
基
準
財
政
収
入
額
」

（
以
下
「
収
入
額
」
と
呼
ぶ
）
を
積
算
し
、

需
要
額
が
収
入
額
を
上
回
っ
た
差
額
を
財

源
不
足
と
見
な
し
て
交
付
額
が
決
定
す

る
。
こ
う
し
た
算
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
る

の
は
地
方
交
付
税
総
額
の
94
％
で
あ
り
、

普
通
交
付
税
と
呼
ば
れ
る
。
残
り
６
％
は

特
別
交
付
税
と
し
て
災
害
復
旧
や
除
雪
な

ど
の
地
域
的
な
経
費
の
発
生
に
応
じ
て
交

付
さ
れ
る
。

　

な
お
、
収
入
額
が
需
要
額
を
上
回
る
自

治
体
を
不
交
付
団
体
と
呼
ぶ
が
、
三
重
県

内
市
町
の
２
０
１
３
年
度
算
定
結
果
で
は

川
越
町
を
除
き
交
付
団
体
で
あ
る
。

　

需
要
額
の
算
定
は
道
府
県
分
、
市
町
村

分
に
わ
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
道
路
橋
り
ょ
う

費
、
小
・
中
学
校
費
、
社
会
福
祉
費
な
ど

の
規
定
項
目
ご
と
に
、
法
定
単
価
で
あ
る

単
位
費
用
、
自
治
体
の
実
数
値
で
あ
る
人

口
や
面
積
な
ど
の
測
定
単
位
、
各
自
治
体

の
経
費
差
を
補
正
す
る
補
正
係
数
の
３
つ

の
要
素
を
乗
じ
て
積
算
す
る
。

　

単
位
費
用
は
道
府
県
で
は
人
口

１
７
０
万
人
、
市
町
村
で
は
10
万
人
規
模

の
「
標
準
団
体
」
と
い
う
も
の
を
想
定
し

て
、
こ
れ
に
要
す
る
経
費
を
積
算
し
て
単

価
が
設
定
さ
れ
る
。
単
位
費
用
の
多
く
は

標
準
団
体
に
お
け
る
職
員
数
や
給
与
単
価

な
ど
に
も
と
づ
く
給
与
費
が
計
上
さ
れ
て

お
り
、
人
件
費
の
財
源
保
障
も
織
り
込
ま

れ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
地
財
計
画
と
交
付
税
算

定
に
よ
る
マ
ク
ロ
と
ミ
ク
ロ
の
財
源
保
障

を
通
じ
て
、
住
民
が
ど
こ
の
自
治
体
に
居

住
し
て
も
、
通
常
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
受

け
ら
れ
る
こ
と
を
保
障
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

（
１
）
概
況

　

地
方
財
政
規
模
は
83
兆
６
３
０
７
億
円

（
前
年
度
比
１
．
８
％
増　

以
下
カ
ッ
コ

内
同
じ
）
と
前
年
度
を
１
兆
４
４
５
３
億

円
上
回
り
、
当
初
算
定
ベ
ー
ス
で
２
年
連
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１ 

地
方
財
政
計
画
の
重
要
性

２
２
０
１
４
年
度
地
方
財
政
計
画

（
通
常
収
支
分
）
に
つ
い
て
（
図
表
１
参
照
）
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続
の
増
加
と
な
っ
た
。

　

こ
の
う
ち
地
方
交
付
税
総
額
は

16
兆
８
８
５
５
億
円
（
△
１
．
０
％　

△
は

マ
イ
ナ
ス
以
下
同
じ
）
と
２
年
連
続
で
減

少
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
地
方
消
費
増
税

や
法
人
関
係
税
の
伸
び
な
ど
に
よ
り
、
地
方

税
が
35
兆
１
２
７
億
円
（
２
．
９
％
）
と
約

１
兆
円
の
増
収
見
通
し
に
な
っ
た
こ
と
で
、

財
源
不
足
が
圧
縮
さ
れ
、
地
方
交
付
税
の

所
要
額
が
抑
制
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
地
方
税
、
地
方
譲
与

税
、
地
方
交
付
税
な
ど
を
含
む
一
般
財
源

総
額
（
使
途
の
自
由
な
財
源
に
つ
い
て
の

保
障
分
）
で
み
る
と
、
60
兆
３
５
７
７
億

円
（
１
．
０
％
）
と
５
年
連
続
で
増
加
し
、

初
の
60
兆
円
の
大
台
に
乗
っ
た
。

　

た
だ
し
、
一
方
で
消
費
増
税
に
と
も
な

う
社
会
保
障
経
費
の
拡
充
が
あ
る
た
め
、

こ
の
増
加
分
が
こ
れ
に
充
て
ら
れ
る
と
み

な
せ
ば
、
裁
量
的
な
一
般
財
源
が
増
え
た

と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
総
体
と
し
て
は
財

源
保
障
枠
が
拡
大
し
、
一
般
財
源
も
増
加

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
各
自
治
体
の
新
年

度
の
財
源
は
お
お
む
ね
安
定
的
に
確
保
さ

れ
る
と
予
想
さ
れ
る
。

（
２
）
地
財
対
策

　

２
０
１
４
年
度
の
財
源
不
足
額
は

10
兆
５
９
３
８
億
円
で
２
０
１
０
年
度
の

18
兆
２
２
０
０
億
円
の
ピ
ー
ク
か
ら
４
年

連
続
で
縮
小
し
た
。
し
か
も
、
歳
出
規
模

が
拡
大
す
る
な
か
で
の
財
源
不
足
の
縮
小

は
地
方
税
の
伸
び
が
大
き
く
寄
与
し
て
い

る
。

　

こ
れ
に
対
す
る
地
財
対
策
は
、
一
般
会

計
加
算
な
ど
に
よ
る
地
方
交
付
税
の
増
額

等
が
４
兆
２
１
８
６
億
円
、
地
方
債
の
増

発
が
６
兆
３
７
５
１
億
円
で
あ
っ
た
。

　

詳
細
は
図
表
２
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ

の
う
ち
、
地
方
交
付
税
の
増
額
等
で
争
点

と
な
っ
た
の
が
別
枠
加
算
で
あ
る
。
別
枠

加
算
は
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
後
の
地
方
財

政
の
状
況
悪
化
を
踏
ま
え
て
、
２
０
０
９

年
度
に
当
時
の
麻
生
政
権
が
地
方
交
付
税

１
兆
円
増
額
を
か
か
げ
て
講
じ
た
対
策

で
、
政
権
交
代
後
も
お
お
む
ね
１
兆
円
弱

が
維
持
さ
れ
総
額
確
保
の
寄
与
し
て
き

た
。
今
回
の
地
財
対
策
に
あ
た
り
、
財
務

省
は
経
済
情
勢
が
平
時
モ
ー
ド
に
な
っ
た

こ
と
を
理
由
に
別
枠
加
算
の
廃
止
を
主
張

し
た
が
、
最
終
的
に
は
４
０
０
０
億
円
弱

の
削
減
に
と
ど
ま
っ
た
。
２
０
０
０
年
代

前
半
の
小
泉
政
権
下
で
の
大
幅
な
地
方
交

付
税
の
削
減
を
経
て
、
別
枠
加
算
の
導
入

に
よ
り
そ
の
影
響
が
緩
和
さ
れ
た
こ
と
を

踏
ま
え
る
と
、
平
時
モ
ー
ド
か
否
か
と
い

26 25
（A）－（B）（C） （C）／（B）

350, 127 340, 175 9, 952 2. 9

27, 564 23, 470 4, 094 17. 4

1, 192 1, 255

168, 855 170, 624

124, 491 118, 503 5, 988 5. 1

105, 570 111, 517

55, 952 62, 132

7, 800 8, 000

15, 862 13, 888 1, 974 14. 2

40, 059 39, 852 207 0. 5

17

833, 607 819, 154 14, 453 1. 8
603, 577 597, 526 6, 051 1. 0
594, 277 590, 026 4, 251 0. 7

203, 414 197, 479 5, 935 3. 0

184, 803 177, 892 6, 911 3. 9

18, 611 19, 587

332, 194 318, 257 13, 937 4. 4

173, 976 163, 919 10, 057 6. 1

139, 536 139, 993

15, 182 14, 345 837 5. 8

3, 500 - 3, 500

11, 950 14, 950

130, 745 131, 078

10, 357 9, 889 468 4. 7

110, 035 106, 698 3, 337 3. 1

57, 756 56, 668 1, 088 1. 9

52, 279 50, 030 2, 249 4. 5

5, 000 - 5, 000

- 7, 550

- 4, 550

- 3, 000

25, 612 25, 753

16, 132 16, 376

9, 480 9, 377 103 1. 1

9, 300 7, 500 1, 800 24. 0

833, 607 819, 154 14, 453 1. 8
824, 307 811, 654 12, 653 1. 6
677, 430 664, 200 13, 230 2. 0

（資料）総務省　2014年度地方財政計画資料より抜粋

図表 2.2014 年度地方財政対策の内容
（億円） 

2014 年度地財対策 金額
参考

（2013 年度 )
備考

地
方
交
付
税
の
増
額
等

一般会計加算等（小計） 42,186 56,176

既往法定分 8,648 8,231
公共事業等臨時特例債の元利償
還分等（過去の対策補てん）

臨時財政対策特例加算 26,438 36,045
財源不足に対する国と地方の折
半分のうちの国負担分

別枠加算 6,100 9,900
財源不足状況を踏まえた国と地
方折半外の加算（臨時措置）

地方公共団体金融機構の公
庫債権金利変動準備金活用

6,500
旧公庫債権の貸借金利差補てん
の準備金活用

交付税特別会計剰余金活用 1,000 2,000
地方交付税特別会計の過去の借
入金の利子予算の不用額

地
方
債
の
増
発

地方債増発（小計） 63,751 70,131

臨時財政対策債の発行（既
発債）

29,513 26,086 既発臨財債の元利償還相当

臨時財政対策債の発行（新
規）

26,438 36,045
財源不足に対する国と地方の折
半分のうち臨財債の新規発行分

財源対策債の発行 7,800 8,000 建設地方債の充当率引き上げ

合計（財源不足額相当） 105,938 132,808

＊表示未満四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある
（資料）総務省ホームページ　地方財政対策関連資料より作成

図表 1. 地方財政計画歳入歳出一覧（通常収支分）
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う
よ
り
も
、
地
方
交
付
税
総
額
確
保
の
視

点
か
ら
安
易
な
廃
止
は
容
認
で
き
な
い
。

　

一
方
、
地
方
債
の
増
発
で
は
特
例
地
方

債
で
あ
る
臨
時
財
政
対
策
債
（
以
下
「
臨

財
債
」
と
呼
ぶ
）
が
５
兆
５
９
５
２
億
円

（
既
発
債
２
兆
９
５
１
３
億
円
、
新
発
債

２
兆
６
４
３
８
億
円
）
と
大
き
な
割
合
を

占
め
て
い
る
。

　

臨
財
債
は
２
０
０
１
年
度
か
ら
地
方
財

政
法
の
特
例
債
と
し
て
発
行
さ
れ
て
い
る

も
の
で
、
そ
の
元
利
償
還
金
は
１
０
０
％

地
方
交
付
税
の
需
要
額
に
算
入
さ
れ
る
た

め
、
実
質
的
に
地
方
交
付
税
に
代
替
す
る

一
般
財
源
と
見
な
さ
れ
る
。
２
０
１
４
年

度
の
発
行
額
は
財
源
不
足
が
圧
縮
さ
れ
た

こ
と
で
、前
年
度
比
で
６
１
８
０
億
円（
△

９
．
９
％
）
減
少
し
、
そ
の
依
存
度
は
低

下
し
た
。

　

財
源
対
策
債
は
公
共
事
業
等
の
地
方
債

充
当
率
の
引
き
上
げ
分
と
し
て
発
行
す
る

も
の
で
、
元
利
償
還
金
の
50
％
が
交
付
税

に
算
入
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
近
年
は
公
共

事
業
の
抑
制
に
よ
り
発
行
額
自
体
が
減
少

傾
向
に
あ
る
。

（
３
）
地
方
交
付
税
総
額
の
状
況

　

次
に
地
方
交
付
税
の
総
額
確
保
か
ら
み

た
財
源
対
策
は
図
表
３
の
通
り
で

あ
る
。

　

基
礎
財
源
と
な
る
国
税
５
税
の

一
定
割
合
（
所
得
税
、
法
人
税
、

酒
税
、
た
ば
こ
税
、
消
費
税
の
一

定
割
合　
「
法
定
率
分
」
と
呼
ぶ
）

は
12
兆
２
１
９
１
億
円
で
前
年
度

か
ら
約
１
兆
円
増
加
し
て
お
り
、

国
税
の
増
収
見
通
し
が
寄
与
し
て

い
る
。

　

交
付
税
所
要
額
に
対
応
す
る
財

源
対
策
の
う
ち
注
目
す
べ
き
点
は

以
下
の
２
点
で
あ
る
。

　

第
一
に
地
方
法
人
税
３
億
円
が

基
礎
財
源
に
加
わ
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
詳
細
は
後
述
す
る
が
、
自
治

体
間
の
税
収
の
偏
在
是
正
を
目
的

に
都
道
府
県
、
市
町
村
の
法
人
住

民
税
の
一
部
を
、
国
税
と
し
て

新
設
す
る
地
方
法
人
税
に
振
り
替

え
、
そ
の
全
額
を
地
方
交
付
税
の

基
礎
財
源
に
算
入
す
る
。
導
入
時

期
が
２
０
１
４
年
度
10
月
で
あ
る

た
め
、
初
年
度
は
ほ
ぼ
税
収
は
な

い
が
、
平
年
ベ
ー
ス
で
み
る
と
４
８
４
５

億
円
程
度
が
見
込
ま
れ
る
。
あ
く
ま
で
将

来
的
な
地
方
消
費
増
税
を
見
据
え
た
暫
定

措
置
で
は
あ
る
が
、
当
分
は
存
置
さ
れ
、

今
後
の
消
費
税
の
再
引
き
上
げ
の
あ
か
つ

き
に
は
拡
充
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　

第
二
は
前
年
度
繰
越
金
で
あ
る
。
こ
れ

は
２
０
１
３
年
度
の
国
税
見
通
し
の
上

振
れ
に
と
も
な
い
、
交
付
税
法
定
率
分

と
し
て
生
じ
る
追
加
分
で
あ
り
、
本
来

２
０
１
３
年
度
中
に
全
額
を
追
加
交
付
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
一
部
を
除
き
、
２

０
１
４
年
度
に
繰
り
越
す
こ
と
に
な
っ
た
。

今
回
、
国
の
一
般
会
計
加
算
が
抑
制
で
き

た
の
は
こ
の
一
時
的
な
要
因
が
大
き
い
。

　

一
般
会
計
加
算
等
に
つ
い
て
は
表
中
備

考
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
４
）
歳
入
、
歳
出
見
通
し
の
状
況

　

図
表
１
に
は
地
財
計
画
の
歳
入
歳
出
の

項
目
別
の
金
額
と
伸
び
率
が
記
載
さ
れ
て

い
る
。

　

歳
入
で
前
年
度
比
増
と
な
っ
た
の
は
、

先
述
の
よ
う
に
地
方
税
が
４
年
連
続
の
増

収
と
な
っ
た
ほ
か
、
地
方
譲
与
税
、
国
庫

支
出
金
、
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
な
ど
が

あ
げ
ら
れ
る
。
国
庫
支
出
金
は
給
与
臨
時

特
例
の
廃
止
に
と
も
な
う
義
務
教
育
費
国

庫
負
担
金
の
復
元
、
生
活
保
護
費
国
庫
負

担
金
な
ど
の
社
会
保
障
関
連
の
増
、
公
共

事
業
関
連
の
補
助
負
担
金
の
増
加
な
ど
に

よ
る
。
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
は
高
校
授

業
料
無
償
化
の
所
得
制
限
に
と
も
な
う
授

業
料
収
入
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。

　

歳
出
で
は
給
与
関
係
経
費
、
一
般
行
政
経

費
、
投
資
的
経
費
な
ど
が
増
加
し
て
い
る
。

　

地
方
公
務
員
給
与
な
ど
が
計
上
さ
れ
る

給
与
関
係
経
費
は
、
２
０
１
３
年
度
の
算

定
で
は
給
与
臨
時
特
例
の
反
映
に
よ
り

８
５
０
４
億
円
が
削
減
さ
れ
、
こ
れ
が
原

因
と
な
り
各
自
治
体
の
給
与
削
減
の
動
き

に
結
び
つ
い
た
が
、
２
０
１
４
年
度
は
国

の
削
減
要
請
の
取
り
下
げ
に
と
も
な
い
、

同
経
費
も
復
元
が
は
か
ら
れ
た
。

　

金
額
で
は
５
９
３
５
億
円
と
前
年
の
削

減
分
に
い
た
っ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
国

家
公
務
員
に
準
ず
る
退
職
手
当
の
水
準
引

き
下
げ
な
ど
の
影
響
で
あ
り
、
給
与
削
減

分
は
確
実
に
現
状
回
復
し
て
い
る
の
で
、

関
係
者
は
こ
れ
を
念
頭
に
置
い
て
お
く
必

要
が
あ
る
。

　

社
会
保
障
、
保
健
衛
生
経
費
、
公
共
施

設
運
営
費
な
ど
が
計
上
さ
れ
る
一
般
行
政

経
費
は
消
費
増
税
に
と
も
な
う
社
会
保
障

の
充
実
や
同
経
費
の
自
然
増
、
さ
ら
に
新

た
に
計
上
さ
れ
た
地
域
の
元
気
創
造
事
業

費
な
ど
に
よ
り
増
加
し
て
い
る
。
た
だ

し
、
主
な
増
加
は
補
助
事
業
で
あ
り
、
地

図表 3. 地方交付税総額の確保
（億円）

2014 年度 備考

地方交付税法
定率分等

法定率分 122,191 国税５税の一定割合

地方法人税法定率分 3 法人住民税法人割の原資化

前年度繰越金 11,349 前年度国税 5 税見通しの上振れ分

国税決算精算分 -3,145
過去の国税 5 税見通しの下振れ分
の減額

交付税特会償還額 -2,000 交付税特別会計借入金の償還

特会借入利子 -1,729 交付税特別会計借入金の利子

一般会計加算
等

既往法定分 9,648
過去の国の施策にともなう地方負
担分の補てんとして約束されたも
の

別枠加算 6,100 地方交付税総額確保の特例対策

臨時財政対策特例加
算

26,438
財源不足に対する国と地方の折半
分のうちの国負担分

合計 168,855

（資料）前掲　地財対策資料より作成

プロフィール
公益財団法人　地方自治総合研究所

1964 年　東京生まれ
専門　地方財政論・経済学説史
著書　『平成大合併と広域連合』（共著）公人社、2007 年
　　　『苦悩する農山村の財政学』（共著）公人社、2008 年
　　　「2011 年度　地方交付税算定結果の検証（上・下）」『自治総研』
　　　2012 年 3・4 月号（公益財団法人　地方自治総合研究所）
　　　「国と地方の協議の場に関する法律の制定過程と概要について」
　　　『自治総研』2012 年 11 月号
　　　「子育て関連政策の検証」『地方財政レポート 2012 検証
　　　社会保障・税一体改革』（公益財団法人　地方自治総合研究所）
　　　『財政の自治』公人社、2013 年
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方
の
裁
量
を
と
も
な
う
単
独
事
業
は
減
少

し
て
お
り
、
財
源
保
障
が
充
実
し
た
と
は

い
え
な
い
。

　

投
資
的
経
費
は
２
０
０
０
年
以
降
で
初

の
前
年
度
比
増
と
な
り
、
補
助
事
業
の
ほ

か
、
前
年
度
の
給
与
の
臨
時
特
例
対
応
分

の
防
災
・
減
災
関
連
が
単
独
事
業
に
移
行

す
る
こ
と
で
全
体
と
し
て
増
加
し
て
お

り
、
安
倍
政
権
下
の
公
共
事
業
拡
大
路
線

が
反
映
さ
れ
る
か
た
ち
と
な
っ
た
。

（
後
編
に
続
く
）

退
任
の
ご
挨
拶

主
任
研
究
員
　
上
野
　
督

　

こ
の
３
月
末
日
を
も
っ
て
２
年
間
の
自

治
研
セ
ン
タ
ー
勤
務
を
終
え
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。
研
究
員
と
し
て
の
仕
事
は
、

市
役
所
の
業
務
と
は
違
い
自
ら
企
画
立
案

を
し
、
事
業
実
施
す
る
こ
と
に
魅
力
が
あ

り
、
と
り
わ
け
主
体
的
に
物
事
に
取
り
組

む
こ
と
が
で
き
た
こ
と
が
自
分
に
と
っ
て

貴
重
な
経
験
と
な
り
ま
し
た
。

　

研
究
会
や
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
を
通
じ
て
た

く
さ
ん
の
方
と
出
会
い
、
様
々
な
こ
と
に

つ
い
て
考
え
る
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
い

た
こ
と
に
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。
最
後

に
事
業
の
運
営
に
際
し
多
く
の
方
々
に
ご

協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
、
こ
の
場
を

お
借
り
し
て
お
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

研
究
員
　
森
本
　
智
也

　

３
月
末
で
、
自
治
研
セ
ン
タ
ー
研
究
員

を
退
任
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
１
年
間
は
常
勤
、
２
年
目
は
非
常

勤
と
い
う
状
況
の
な
か
、
ご
協
力
賜
り
ま

し
た
皆
さ
ま
に
は
多
く
の
ご
迷
惑
を
お
か

け
し
、
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

私
自
身
、
地
方
自
治
研
究
と
い
う
取
り

組
み
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
機
会
を
い
た
だ

け
た
こ
と
は
、
貴
重
な
経
験
と
な
り
ま
し

た
。
皆
さ
ま
に
お
礼
を
申
し
上
げ
、
退
任

の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

今
年
度
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
事
業
は

「
ア
ル
コ
ー
ル
健
康
障
害
対
策
と
自
殺
に

つ
い
て
」
と
い
う
こ
と
で
、
か
す
み
が
う

ら
ク
リ
ニ
ッ
ク
副
院
長
の
猪
野
亜
朗
先

生
、
そ
し
て
三
重
い
の
ち
の
電
話
協
会
副

理
事
長
の
珍
道
世
直
さ
ん
の
お
二
方
に
お

世
話
に
な
り
、
合
計
３
回
に
わ
た
り
講
演

会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

我
が
国
の
自
殺
者
数
は
、
年
間
３
万
人

を
超
え
る
と
言
わ
れ
て
お
り
、
自
治
体
職

員
に
も
こ
う
し
た
事
例
は
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
。
原
因
は
様
々
で
す
が
、
今
回
は
特

に
「
う
つ
」
に
焦
点
を
当
て
て
実
施
し
ま

し
た
。

　

ま
ず
職
場
で
み
な
さ
ん
が
で
き
る
こ

と
、
そ
れ
は
状
態
の
変
化
に
気
付
い
て
あ

げ
る
こ
と
で
す
。
多
く
の
場
合
そ
の
立
ち

居
振
る
舞
い
に
必
ず
変
化
が
あ
る
は
ず
で

す
。
こ
の
「
気
付
き
」
の
感
度
を
上
げ
る

こ
と
が
大
切
で
す
。

　

セ
ミ
ナ
ー
の
第
１
回
目
は
「
う
つ
病
を

中
心
と
し
た
精
神
疾
患
に
つ
い
て
」
と
題

し
、
猪
野
先
生
よ
り
ご
講
演
い
た
だ
き
ま

し
た
。
睡
眠
不
足
と
う
つ
と
は
非
常
に
関

係
が
深
く
、
良
質
な
睡
眠
を
と
る
こ
と

は
、
う
つ
病
の
予
防
に
な
る
と
ま
で
言
わ

れ
て
お
り
ま
す
。
講
義
で
は
、
脳
の
血
流

量
を
目
安
に
ス
ト
レ
ス
と
不
眠
と
の
関
わ

り
に
つ
い
て
解
説
を
さ
れ
ま
し
た
。
ま

た
、
自
殺
対
策
と
し
て
「
自
殺
を
示
唆
す

る
サ
イ
ン
」
の
例
が
い
く
つ
か
紹
介
さ
れ

ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
の
具
体
的
な
対

応
の
仕
方
や
職
場
に
お
け
る
管
理
職
、
産

業
保
健
ス
タ
ッ
フ
の
役
割
に
つ
い
て
も
示

さ
れ
ま
し
た
。

　

第
２
回
目
は
、
三
重
い
の
ち
の
電
話
協

会
副
理
事
長
の
珍
道
世
直
さ
ん
よ
り
「
自

殺
予
防
に
つ
い
て
」
の
講
演
が
あ
り
ま
し

た
。
珍
道
さ
ん
の
所
属
す
る
三
重
い
の
ち

の
電
話
協
会
で
は
、
自
殺
者
を
減
ら
す
た

め
に
日
々
電
話
相
談
を
受
付
け
て
い
ま

す
。
電
話
相
談
で
は
、
で
き
る
限
り
相
手

の
気
持
ち
に
寄
り
添
い
、
じ
っ
く
り
時
間

を
か
け
て
傾
聴
（
敬
聴
）
す
る
こ
と
を
心

掛
け
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。
最
後
に
珍

道
さ
ん
は
「
あ
な
た
に
も
出
来
る
自
殺
予

防
の
た
め
の
行
動
」と
し
て〈
気
付
き
〉〈
傾

聴
〉〈
つ
な
ぎ
〉〈
見
守
り
〉
の
大
切
さ
を

訴
え
ま
し
た
。

　

セ
ミ
ナ
ー
の
最
終
回
は
、
再
び
猪
野
先

生
に
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。「
ア
ル

コ
ー
ル
・
薬
物
依
存
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に

つ
い
て
」
と
い
う
こ
と
で
特
に
ア
ル
コ
ー

ル
が
脳
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
お
話
さ

れ
ま
し
た
。
ア
ル
コ
ー
ル
と
う
つ
と
自
殺

と
い
う
の
は
非
常
に
関
連
性
が
深
く
、
ア

ル
コ
ー
ル
問
題
を
持
つ
成
人
の
三
分
の
一

以
上
は
う
つ
病
を
持
っ
て
い
る
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
ア
ル
コ
ー
ル
の
多
量
摂
取

は
、
不
眠
症
を
悪
化
さ
せ
、
う
つ
病
を
引

き
起
こ
す
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

た
い
へ
ん
依
存
性
が
高
く
、
一
度
ア
ル

コ
ー
ル
依
存
症
に
な
っ
て
し
ま
う
と
完
全

に
治
す
に
は
強
い
意
志
と
努
力
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

　

２
０
１
３
年
12
月
「
ア
ル
コ
ー
ル
健
康

障
害
対
策
基
本
法
」
が
成
立
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
飲
酒
が
引
き
起
こ
す
様
々
な
問
題

に
つ
い
て
総
合
的
に
取
り
組
む
と
い
う
も

の
で
、
こ
れ
に
よ
り
猪
野
先
生
は
「
ア
ル

コ
ー
ル
対
策
」
の
新
た
な
時
代
が
始
ま
る

と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　

セ
ミ
ナ
ー
の
最
後
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実

施
し
ま
し
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
で

は
、
い
ず
れ
の
自
治
体
も
職
場
に
お
け
る

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
問
題
を
抱
え
て
い
る
こ

と
が
分
か
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
中
で
、

相
談
窓
口
の
設
置
や
長
期
休
職
者
の
復
職

サ
ポ
ー
ト
制
度
な
ど
積
極
的
な
取
り
組
み

を
行
っ
て
い
る
職
場
が
増
え
て
い
ま
す
。

自
治
研
セ

ン
タ
ー
で

は
、
今
回

の
ア
ン
ケ

ー
ト
結
果

を
参
考
に

し
、
次
年

度
以
降
も

引
き
続
き

メ
ン
タ
ル

ヘ
ル
ス
事

業
を
実
施

す
る
予
定

で
す
。

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

 

事
業
セ
ミ
ナ
ー
を
終
え
て

2013年度

講演会の様子


